
北九州都市計画地区計画の決定（北九州市決定） 
 
都市計画湯川地区地区計画を次のように決定する。 

 
 

名   称 湯川地区地区計画 

位   置 北九州市小倉南区湯川三丁目地内 

面   積 約１．１ha 

地区計画の目標 

当地区は、都心小倉から南東約６ｋｍ、市街化区域に接する市街化調整区域に位

置している。北側は足立山を望む緑豊かな自然が広がり、その他周辺部は、低層戸

建住宅地が形成されている。 

このような立地条件にあって、当地区では低層戸建住宅地としての開発が計画さ

れていることから、適正な規制及び誘導を行い、周辺の自然環境や市街地環境に調

和し、また、低炭素社会にも寄与する、緑豊かでゆとりある良好な居住環境の形成

と保全を図ることを目標とする。 

土地利用の 
方針 

 地区を２区分し、土地利用の方針を次のように定める。 

低層住宅地区：周辺の自然環境や市街地環境に調和した、緑豊かでゆとりある田園

居住型の低層戸建住宅地としての土地利用を図る。 

文化教育地区：既存の神社、幼稚園の保全を図る。 

地区施設の 
整備方針 

新規区画道路整備により、周辺地域を含めた交通利便性の向上を図るとともに、

公園を整備することにより、良好な居住環境の形成及び保全を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

建築物等の 
整備の方針 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次のように建築物等の規制及び誘

導を図る。 

低層住宅地区：建築物の用途、敷地面積、壁面の位置及び緑化率等必要な制限を定

め、緑豊かでゆとりある低層戸建住宅地として良好な居住環境の形

成を図る。 

文化教育地区：建築物の用途等必要な制限を設けることにより、既存の神社、幼稚

園を保全する。 

区画道路１号線 （幅員 ６ｍ 延長 約１２０ｍ） 
道路 

区画道路２号線 （幅員 ６ｍ 延長 約１３０ｍ） 地区施設の配置及び規模 

公園 約 ７４０㎡ 

地区の名称 低層住宅地区 文化教育地区 地
区
の
区
分 地区の面積 ０．８ha ０．３ha 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 
用途の制限 

 建築できる建築物は、次に掲げるもの

とする。 

１ 住宅で階数が３以下のもの（長屋

を除く。次号において同じ。） 

２ 住宅で事務所、店舗その他これらに

類する用途を兼ねるもののうち、建築

基準法施行令第１３０条の３で定め

るもの（階数が３以下のものに限る。） 

建築できる建築物は、次に掲げるものと

する。 

１ 幼稚園 

２ 神社 

３ 前各号の建築物に付属するもの 

（建築基準法施行令第１３０条の５で

定めるものを除く。） 

 
 
 

建築物等の 
用途の制限 

３ 前各号の建築物に付属するもの 

（建築基準法施行令第１３０条の５で

定めるものを除く。） 

 

建築物の容積率
の最高限度 ６０％ 

建築物の建ぺい率
の最高限度 ４０％ 

建築物の敷地面積
の最低限度 ２３０㎡ 

壁面の位置 
の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路境界線までの距離は２．０ｍ以

上及び隣地境界線までの距離は１．０ｍ

以上とする。 

 ただし、当該限度に満たない距離にあ

る建築物又は建築物の部分が次のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線

の長さの合計が３ｍ以下のもの 

（２）自動車車庫 

（３）物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが２．３ｍ以下で、か

つ、床面積の合計が５㎡以下のもの 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路境界線までの距離は２．０ｍ以

上及び隣地境界線までの距離は１．０ｍ

以上とする。 

ただし、当該限度に満たない距離にあ

る既存建築物で、その外壁等の位置まで

の範囲内で増築、改築、修繕又は模様替

を行う建築物及び当該限度に満たない距

離にある建築物又は建築物の部分が次の

いずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線

の長さの合計が３ｍ以下のもの 

（２）自動車車庫 

（３）物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが２．３ｍ以下で、か

つ、床面積の合計が５㎡以下のもの 

建築物の高さ
の最高限度 １０ｍ 

建築物の緑化率
の最低限度 １０％ 

建築物等の 
形態又意匠の
制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色彩は、原色を避けるなど、周辺の

自然環境及び市街地環境に調和した落ち着いたものとすること。 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
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事
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垣又はさく 
の構造の制限 

道路に面する側に設ける場合は、次に

掲げるものとする。 

（１） 生垣 

（２） 透視可能なネットフェンス等。

ただし、基礎は 高さ 60cm 以下と

し、かつ、道路境界線と当該ネット

フェンス等の間に 75cm 以上の植栽

帯を施すものとする。 

― 

「区域は計画図表示のとおり」 

理由 別紙のとおり 

議題第２０３号 



（別 紙） 
理 由 書 

 
 
当地区は、小倉都心部から南東約６ｋｍ、市街化区域に隣接する市街化調整区域に

位置している。北側には自然豊かな足立山麓が広がり、その他周辺部には低層戸建住

宅地が形成されている。 

当地区内ではため池跡地が放置されていることによる環境悪化等の問題があるこ

とに加えて、周辺においては道路、公園及び排水施設の不備などによる居住環境の課題

がある。 

このため、土地所有者と地域住民により、ため池跡地で計画されている宅地開発に

あわせて、地域の課題を改善するため、地区計画を活用したまちづくりについて検討

が行われた。 

これらを踏まえ、土地所有者より都市計画法第２１条の２に基づき、地区計画の決

定についての都市計画提案がなされた。 

本市では、この都市計画提案を都市計画決定する必要があると判断したため、良好

な居住環境を創出することを目的に、道路、公園の地区施設を定めるとともに、建築

物等について適切な制限を定める地区計画を決定するものである。 

議題第２０３号 



北九州都市計画 湯川地区地区計画の決定（北九州市決定） 
 

総括図   Ｓ＝１／２５，０００ 

湯川地区(約 1.1ha) 

 ２０３－１ 




